
地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約）

１．１７年４月～１９年３月までの全体的な進捗状況および今後の課題

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

具体的取組策 進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

（１）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化等 ・業界団体や商工団体等外部機関の専門家との連携を
強化
・事業者の課題を認識し対応できるよう、職員に対する実
践的な教育プログラムを織込んだ研修を実施
・Ｍ＆Ａ，私募債の発行、シンジケートローンの実施等へ
の取組みを強化
・ＮＰＯ、コミュニティビジネス支援に関する金融相談等へ
の積極的な取組み

・外部機関との連携による経営相談・支援機能
の強化
・本部に融資開拓専担者を配置
・事業サポート室の中小企業診断士等による経
営相談・店舗診断の実施
・愛媛県ＮＰＯサポートセンター等との連携によ
る情報収集の実施

左記取組みを継続実施 ･中小企業診断士の資格を持つ当金庫職員等による経営相談・支援を実施。
また、その具体例を「事業サポート室相談事例」として営業店にフィードバック
し、経営相談・支援の参考資料として活用した。
・NPOの活動を支援・補助するために、松山市市民活動推進基金に参加し
た。
・事業者の課題の発見と解決への取り組み強化と職員の能力向上のため、
研修等を実施した。
・外部研修を受講した職員を講師とした金庫内事例研修を実施した。(中小事
業者の課題認識、課題への取組み、計数面での実態把握等)
・信金中央金庫より講師を招き、私募債、シンジケートローン、ＰＦＩ、ノンリコー
スローン等の貸出形態についての研修を実施した。
・ＮＰＯコミュニティビジネス支援の勉強会を実施した。
・信金キャピタルから講師を招き、ベンチャー業務・M&A の勉強会を実施し
た。

 
  当金庫では、激しく変化する経営環境等に適切に対応し、当金庫の経営の質を高め、「顧客満足と卓越した業績」を達成することを目的に、平成１８年４月に新たな経営理念を制定いたしました。また、平成１８年度から平成２１年度までの間を「あいしん
三か年計画」 －信頼度ナンバーワンの金融機関を目指して－ と題し、平成１７年８月に策定・公表した「地域密着型金融推進計画」と平仄をあわせて、新しい三か年計画を始動いたしました。これらに基づき重点施策を強力に推進した結果、本推進計画
２年を終え、下記「２」のとおり、実施スケジュールに則り概ね順調に進捗したと評価しております。本計画推進期間は１９年３月をもって終了いたしましたが、引き続き当金庫の標榜する「信頼度ナンバーワンの金融機関」の実現に向け、「お客さまの視点
に立った経営」を更に徹底し、「お客さまが望む価値」の把握・提供に努め、 適切な金融機能や良質の金融サービスの提供に努めてまいります。
　昨年１０月の三津浜信用金庫との合併につきましては円滑に完了し、その後、三津浜地区のお客さまへの当金庫のビジネスモデルの定着に取り組んでおります。また、本年３月２８日には西条市中心部に西条支店を開設いたしましたが、当金庫独自の
ビジネスモデルを積極的にアピールできたこともあり、地域の皆さまからも暖かく迎えられ円滑に開店を迎えることができました。今後は、西条地区のお客さまに多様かつ独自性のある金融サービスをソフト面・ハード面を駆使して提供してまいります。さら
に、本計画にもある「ＩＴの戦略的活用」や「地域の利用者の利便性」の重要施策として、お客さまとのチャネルの拡大の推進、戦略的な店舗展開に取り組み、当金庫の独自性を発揮したビジネスモデルの提供とお客さま利便の向上をより一層図ることに
よって、地域金融機関としての使命を果たし、信頼の確立に取り組んでまいります。

・専門家や職員を講師とする研修を実施し、業種の特性
や業種別の経営指標等の理解を促進させる。
・起業・事業展開に資するより質の高い情報の提供の実
施
・当金庫独自の「営業推進ライセンス制度」によるきめ細
かな経営相談の実施
・ＮＰＯ、コミュニティビジネスに対する支援強化

・業種別情報ファイルの作成
・外部機関等との連携強化
・起業・事業展開に資する情報の提供
・営業推進ライセンス制度に基づいた役割発揮
による課題解決型融資への取組み
・ＮＰＯに関する情報収集および勉強会の実施

左記取組みを継続実施 ・創業・新事業ローンの実績   １０４件
・独立行政法人福祉医療機構と「社会福祉事業施設に対する貸付に係る覚
書」を締結した。(１７年７月)
・日本政策投資銀行と業務協力協定を締結した。(１７年９月)
・農林漁業金融公庫と提携した。（１８年1月）
・独立行政法人情報処理推進機構と提携した。（１８年３月）
・愛媛県と中小・ベンチャー企業に関する協力協定を締結した。（１９年３月）
・愛媛大学と地域の中小企業の活性化を目的とした協力協定の締結を決定し
た。（１９年３月）
・各業種の製品・商品の価格および製造工程・流通経路の調査に基づき「商
品別価格・工程調査表」(業種別実態調査表)を作成し、営業店に配付した。
・職員に対し、企業分析技術や能力向上を目的に、各種研修等を実施した。
・信金中央金庫、司法書士、税理士、弁護士および各種方面から得た情報を
営業店に還元した。
・「まつやまＮＰＯサポートセンター」事務局長を講師に招き勉強会を実施し
た。
・愛媛県がＮＰＯと共同して実施している「提案型共同事業促進モデル事業」
に選考委員を派遣した。
・愛媛県の主催した「愛媛プロダクツ縁むすび商談会ｉｎ大阪」を後援するとと
もに職員を派遣した。
・愛媛県・中小企業基盤整備機構等とともに、地域密着型ビジネスに関する
ファンド設立計画に参画した。
・事業サポート室所属の職員を愛媛県経済労働部産業創出課へ派遣するこ
とを決定した。

スケジュール

Ⅰ．事業再生・中小企業金融の円滑化
１．創業・新事業支援機能等の強化

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

項　　　　　目
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具体的取組策 進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

スケジュール項　　　　　目

（２）要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組み強化 ・当金庫の中小企業診断士によるコンサルティングの実
施
・営業店と事業サポート室の連携による経営改善支援の
推進
・経営改善支援先に対する経営改善計画策定の指導・定
期的実績モニタリングの実施

・経営改善取組先の実態調査書の作成、試算
表・資金繰り表の徴求によるモニタリングの徹底
・中小企業支援スキル向上のための研修への
参加
・「個社別取組方針協議書」による事後管理の
実施

左記取組みを継続実施 ・事業再生の専担部署である事業サポート室に、中小企業診断士や事業再
生経験の豊富な人材を配置し、きめ細かな経営相談・経営支援を継続的に実
施している。
・業績悪化防止および更なる経営改善のため、事業サポート室の専門的知識
や経験を活かし、直接の訪問による経営指導を実施している。
・１７年度は経営改善支援先に１１６先を選定し、経営改善支援を図った結
果、１４先がランクアップとなった。
・１８年度は経営改善支援先に９５先を選定し、経営改善支援を図った結果、
１７先がランクアップとなった。
・取引先の実態をタイムリーかつ的確に把握するため、「経営改善取組先の
実態調査書」「個社別取組方針協議書」等により事後管理を徹底している。

（３）健全債権化等の強化に関する実績の公表等 ・態勢整備状況、経営改善支援取組み先数、経営改善に
よる債務者区分のランクアップ先等の公表
・ランクアップ事例のうち、特色のあるものを抽出し、業
種、経営改善に至った経緯、取組み内容、成功の要因等
について具体的な企業名を伏せたうえで公表

・平成１５年～１６年度の２年間の経営改善支援
態勢整備の状況、支援取組み先数、債務者区
分のランクアップ先数を、当金庫ホームページで
公表

・平成１７年度の経営改善支援態勢整備の状
況、支援取組み先数、債務者区分のランクアッ
プ先数を、当金庫ホームページで公表
・ランクアップ事例のうち特色あるものについて、
具体的な企業名は伏せたうえで公表

・平成１７年度の経営改善支援態勢整備の状況、支援取組み先数、債務者区
分のランクアップ先数を１８年６月当金庫ホームページにおいて公表した。
・平成１８年度上半期の経営改善支援態勢整備の状況、支援取組み先数、債
務者区分のランクアップ先数を１８年１１月当金庫ホームページにおいて公表
した。
・経営改善支援の取組事例についてホームページへの公表を検討する。

・担保・保証に過度に依存しない融資の推進により事業先増加を図った。
　１９年３月末　　 取引事業先　　　　　　目標 3,000先　　　　実績 3,025先
　　　　　　　　　　　融資取引事業先　　　目標 1,000先　　　　実績 1,084先
・キャッシュフローを重視した審査を行なうとともに、事業継続を前提とした事
業価値に視点をおいた審査を行なうことで担保・保証に過度に依存しない融
資（審査）に取組んでいる。また、積極的な支援・相談を行うことを目的に、定
期的、継続的なローンレビューを実施している。
・包括根保証契約については、保証制度の周知徹底を行い、包括根保証から
限定根保証への再契約を順次実施している。また、第三者保証の徴求にあ
たっては、適切な保証金額となっているか、稟議審査時に案件ごとに確認を
実施している。
・担保・保証に過度に依存しない仕組みづくりに資するため、「企業信用格付
システム」の導入により金庫内部格付制度を見直したほか、金庫内部格付と
「しんきん信用リスクデータベース」を基準とした「新貸出金利ガイドライン」を
制定した。
・担保・保証に過度に依存しない融資を目的とした商品の期間中実績（件数）
　　　　　　　　　保証人不要型あいしん事業者融資　　　　　　　　　１５３件
　　　　　　　　　あいしん事業者ローンＦ　　　　　　　　　　　　　　　　２５７件
　　　　　　　　　あいしん地域活性化ローン「元気」「元気Ⅱ」　　　 ５５２件
　　　　　　　　　トライアングル５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９４２件

・えひめ中小企業再生ファンドの組成
・ＤＤＳの活用候補先の選定
・中小企業再生支援協議会への持込み案件の
選定

・えひめ中小企業再生ファンドへの持込み先の
選定を行う。
・ＤＤＳの活用候補先を決定し、事業再生の実施
に取り組む。
・中小企業再生支援協議会への案件持込みを
行い、情報交換を密にし同協議会の機能の積
極的な活用を継続実施

・えひめ中小企業再生ファンドへの債権譲渡を１先実施した。
・中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定基準に沿って、私
的整理による債務免除を1先実施した。
・中小企業再生支援協議会の活用状況
  再生計画策定支援完了    １１先
・平成１９年３月期不良債権比率５．０７％

・当金庫独自の担保・保証に過度に依存しない
左記商品を積極的に推進
・営業推進ライセンス制度の導入を控え、ライセ
ンスに相応する業務知識・技能の修得
・ＳＤＢへ財務データを送付
・信用リスク管理システム運用のための検討を
実施
・第三者保証人の徴求は、保証能力に見合った
保証額の設定を原則とすることを徹底

・左記取組みを継続実施（２）中小企業の資金調達手法の多様化等 ・私募債・シンジケートローン、ＰＦＩ、ノンリコースローン等
の研修を実施し、融資手法の知識を修得する。
・業界団体等が実施する資金調達手法の多様化に関す
る研修等に必要に応じ参加

・審査担当者向けに私募債・シンジケートロー
ン、ＰＦＩ、ノンリコースローン等の説明会を実施
・売掛債権流動化の取扱いを積極的に推進

・信金中央金庫や税理士など外部から講師を迎えて、資金調達手法の多様
化や職員のスキルアップを目的とした研修を実施した。
・当金庫がアレンジャーとなって、シンジケートローンの組成を１件行った。こ
のほか、２件のシンジケートローンへの参加を行った。
・計画的な資本構成の是正を目的とした融資商品「元気計画」の取扱いを開
始した。（１８年３月）
・機械設備を担保とする信金中央金庫と提携した設備担保信用補完制度「し
んきんＭＥサポート」の取り扱いを開始した。（１９年３月）
・資金調達手法の多様化を目的とした取り組みの期間中実績（件数）
　　　　売掛債権流動化（ローンパーティシペーション）　　　　　　１０４件
　　　　あいしん法人会・税理士会コラボレーションローン　　　　　 ５９件
　　　　元気計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件

事業再生に向けた取組みの効果的・効率的実施を通じた
具体的な成果の早期実現による地域経済の活性化等

・当金庫の中小企業診断士、経営コンサルタントおよび
中小企業再生支援協議会等の外部専門機関との連携に
よる支援の実施
・「えひめ中小企業再生ファンド」の活用を図るとともに、
他金融機関と協調した活用も検討する。
・中小企業再生支援協議会の公平中立な立場での関係
者間の利害の調整機能・事業再生機能の積極的活用
・平成１７年度末不良債権比率３．５０％以下

３．事業再生に向けた積極的取組み

４．担保・保証に過度に依存しない融資の推進等
（１）担保・保証に過度に依存しない融資の推進 ・当金庫独自の担保・保証に過度に依存しない商品であ

る「保証人不要型あいしん事業者融資」、「あいしん事業
者ローンＦ」、「あいしん農業従事者カードローン」、「あい
しんＴＫＣ経営者ローン」、「あいしん地域活性化ローン
『元気！』」、｢あいしん地域活性化ローン『元気！』Ⅱ｣を
積極的に推進
・営業店長ほか、営業推進係の｢営業推進ライセンス制
度｣に基づくライセンスに応じた役割発揮による課題解決
型融資への取組みの徹底
・業況が厳しい取引先に対する無担保融資商品の開発
・しんきん信用リスクデータベース（ＳＤＢ）と内部格付の
整合性の確認

・左記取組みを継続実施

・営業推進ライセンス制度を導入し、課題解決型
融資の推進を徹底する。
・内部格付の検証を行う。
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具体的取組策 進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

スケジュール項　　　　　目

 

地域において必要なリスクをとりつつ、それに見合った金利
設定を行っていくための態勢整備等

・融資・預かり資産等の増強に向けた具体的推進策を策
定し継続実施する。
・信金大阪共同事務センターのＡＬＭ・収益管理、信用リ
スク管理システム等を有効に活用する。
・債務者区分と整合的な内部格付制度の構築を図る。
・当面のコア業務純益を２２億円、早急に２５億円へ引き
上げる。

・信金大阪共同事務センターの収益管理システ
ム活用のための準備に着手する。
・平成１８年度の収益計画を策定する。

・信金大阪共同事務センターの収益管理システ
ム活用のための準備作業を継続して実施

・事業性融資、預かり資産の増強に向けた推進策を継続的に実施した。
・信金大阪共同事務センターのＡＬＭ・収益管理、信用リスク管理システム等
の平成１９年度からの本格稼動に向け準備を行った。
・しんきん信用リスクデータベースの各与信先のデフォルトデータ還元を受け
て検証を実施した。
・信金大阪共同事務センターの収益管理システムの活用を前提に平成１９年
度営業店別収益計画の策定を実施した。
・新たに制定した「貸出金利ガイドライン」に基づき、信用リスクに応じたプライ
シングにより適正金利の確保に取り組んでいく。

１．リスク管理態勢の充実
・信金大阪共同事務センターの信用リスク管理システムの活用に向け、登録
データの整備を実施した。
・信金中央金庫より講師を招き統合リスク管理の勉強会を実施した。
・信金大阪共同事務センター主催の「ALMシステム情報交換会」に参加した。
・信金中央金庫主催の新BIS規制に関する勉強会に参加した。
・「企業信用格付システム」に基づく金庫内部格付と「しんきん信用リスクデー
タベース」を融合させた「貸出金利ガイドライン」を制定した。

自己資本比率の算出方法の精緻化、リスク管理の高度化、
情報開示の拡充に係る適切な態勢整備

・「目利き力養成講座」、「企業再生支援講座」等の外部研修へ参加した。
・「業種別融資開拓研修」、「信用金庫の経営モデル研修」、「ＰＦＩ、私募債、シ
ンジケートローン、ノンリコースローン等についての研修」「審査能力スキル
アップ講座」「経営改善支援事例研修」等の金庫内研修を実施した。
・職能資格制度に基づく検定試験、通信講座等による資格取得の推奨を継続
して実施した。
・「営業推進ライセンス制度」の導入により、今後ライセンスに応じて役割分担
し、創業・新事業支援のためのきめ細かな経営相談に取組む。
・外部から講師を招き、ＶＣ業務やＭ＆Ａなどお客さまの課題解決にお応えで
きるよう勉強会を実施した。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

・信用リスク管理システム運用のための検討を
実施
・信金大阪共同事務センターＡＬＭシステムによ
るデータの検証を実施する。

・左記取組みを継続実施
６．人材の育成
目利き能力、経営支援能力の向上等、事業再生・中小企業
金融の円滑化に向けた人材育成

・業界団体等が主催する各種研修会に参加し、これを金
庫内研修に反映させる。
・上記研修にあたっては、研修効果があがるよう職務別・
階層別・業種別等配慮し実施する。
・中小企業診断士資格等の取得の推奨を継続実施

・外部研修、金庫内研修、金庫内事例研修を継
続実施
・資格取得の推奨を行うとともに、ＯＪＴを通じた
目利き力の更なるレベルアップを図る。

・信用リスク管理システム運用のためのデータ
整備を実施
・信金大阪共同事務センターＡＬＭシステムによ
るリスク分析を開始

Ⅱ．経営力の強化

・「顧客説明マニュアル」整備を検討
・苦情相談事例の研修等を実施し、説明態勢の
徹底と状況の検証を実施

５．顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化
「説明責任ガイドライン」に沿った顧客への説明責任態勢の
整備および相談苦情処理機能の強化

・「説明責任ガイドライン」に沿った「顧客説明マニュアル」
を整備し、運用状況について内部監査部門の検証を実
施
・説明義務に係る苦情についての情報収集・分析を行い
結果を営業店へ還元することで、説明態勢を強化

・平成１９年３月末に導入される新しい自己資本比率規
制に対応するための適切な態勢整備に取り組む。
・データの蓄積・分析を継続実施し、内部格付制度の一
層の精緻化を図る。
・自己資本比率は当面１４％を目指し、その水準を維持し
ていく。

・左記取組みを継続実施 ・部店長、事務管理担当役席を対象に苦情・トラブル事例研修を実施した。（１
７年１２月）また、引き続きお客さま相談室より具体的事例を営業店に還元し、
処理機能の強化に努めた。
・お客さまの苦情に広く対応し、満足度を高めるため「顧客等苦情・トラブル処
理要領」を改正した。（１８年１月）
・お客さまへの説明責任態勢整備の一環として、融資申込を断った場合に作
成する「否決案件説明記録」を制定した。「否決案件説明記録」については、
その写しを定期的に本部へ集約することで営業店の説明態勢を検証してい
る。
・与信取引に係るお客さまへの説明要領を新たに制定するなど、説明態勢の
整備を行った。
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具体的取組策 進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

スケジュール項　　　　　目

(１)営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等 ・監査部、経営企画部、人事部等を中心に法令等遵守態
勢の検証・指導を継続的に実施
・コンプライアンス・チェックシートに基づく検証の実施

・監査部監査や人事ローテーションおよび連続
休暇制度の厳正な実施
・コンプライアンス・チェックシートに基づく検証の
実施

・左記取組みを継続実施 ・コンプライアンス・チェックシートに基づくコンプライアンスチェックを全部室店
で実施した。
・長期在籍者の異動、連続休暇および指定休暇制度を厳正に実施した。ま
た、各種研修時にコンプライアンスの徹底を指導した。
・部門内検査について、実効性の観点から検査項目、実施態勢(各部門の連
携等)の見直しを実施し、個人情報保護に関する項目を毎月の検査項目とし
て追加した。
・コンプライアンス・プログラムに基づき毎月勉強会等の実施により徹底してい
る。また、実施状況については所管部へ報告することとしている。
・営業店での勉強会等において、臨時テーマの追加等により、コンプライアン
ス遵守の徹底を図っている。

(２)適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 ・個人情報保護法等関係法令に基づき、継続して諸規程
の整備、内部管理態勢の充実を図っていく。また監査部
門による個人情報管理態勢の有効性、実効性の検証を
実施する。

・諸規程および取扱要領の整備・充実に取り組
む。
・研修、コンプライアンス会議等にて顧客情報保
護に関する指導・教育を実施
・技術的安全管理措置については、策定済の
ロードマップに基づき整備を計画的に遂行

・左記取組みを継続実施 ・個人情報保護に関する委員会にて諸規程の整備、適正な運用の徹底等を
指示した。
・営業店コンプライアンスプログラムに個人情報保護に関する項目を指示し、
定期的に知識・実務の向上を図った。
・部門内検査について、実効性の観点から検査項目、実施態勢(各部門の連
携等)の見直しを実施した。個人情報保護に関する項目については、毎月の
検査項目として追加した。
・監査部の通常監査および重点検査にて取組み状況の検証を実施した。
・個人情報等の情報資産の管理態勢の強化を図るため、ファイル操作ログ管
理および情報暗号化ソフトを本部および全営業店に導入し、ネットワークシス
テムの不正操作等の監視を開始した。
・適切な顧客情報管理のため、営業活動において金庫外に情報資産を持ち
出す場合の要領を制定した。

各金融機関のビジネスモデルに応じたＩＴの戦略的活用 ・渉外活動支援システム、ＣＲＭシステム等の有効活用
・非対面販売チャネルについて検討するとともに、イン
ターネットバンキングの取扱いを開始
・信用リスク管理システム、ＡＬＭ・収益管理システムの有
効活用

・インターネットバンキング、ＣＲＭ等の取扱いを
開始
・収益管理システムの活用のための準備に取り
組む。

・インターネットバンキング、ＣＲＭ等の取扱い実
績を検証し、その結果を商品・サービス内容に
反映させる。
・収益管理システムの活用のための準備を継続
して行う。

・インタ－ネットで２４時間申込み可能な女性専用カードローン「サージュ」の取
扱い開始した。(１７年４月)
・あいしんきゃっするカードローンにおいて、ＱＲコードを利用する等により簡単
に携帯電話またはパソコンから仮審査の申込ができる取り扱いを開始した。
・法人先を対象としたインターネットバンキングの取扱いを開始した。
・ＣＲＭ機能を導入した。
・偽造キャッシュカード等による犯罪からの被害防止のため、平成１９年２月か
らＩＣキャッシュカードの取り扱いを開始した。
・共同事務センター等のシステムを有効活用し、当金庫の情報資産を適切か
つ戦略的に活用するため「情報技術の戦略的活用に関する委員会」を設置し
た。
・お客さまの利便性向上を図ることを目的に、事前契約不要の「あいしんテレ
ホンバンキング」の取り扱いを開始した。

・他業態等の内容も参考にし、半期における情報開示の
充実を図る。
・総代会に会員の意見を反映させる仕組みとしてアン
ケート調査やモニタリング制度の導入を検討する。

・課題解決型ビジネスモデルの構築のために、絶えず変化するお客さまから
の要望・意見・期待を正しく把握・吸収し、お客さまが望む価値が提供できる
態勢の構築をはかるため、１８年４月に営業部門の組織改正を行った。
・１８年６月～７月にかけてアンケートを実施した。
・１７年１２月に実施したお客さま満足度アンケートの結果については、「お客
さまの声」踏まえて当金庫が行った取組みとともに１８年６月に公表を行った。
・アンケート結果を踏まえて接客姿勢の改善に向けた取り組みについて文書
を発出するとともに、研修時の題材に利用する等により改善に向けての指導
を行った。
・総代への情報開示活動を地区ごとに開催した。（１８年８月八幡浜地区、９月
今治地区、１１月松山地区）
・半期ディスクロージャー誌について、１７年度に見やすさの観点からサイズ
等の見直しと内容の充実をはかった。また、１８年度については記載内容の
更なる充実について取り組んだ。
・ディスクロージャー誌の発行にあたり開示内容の充実を図ったほか、財務諸
表の正確性、内部監査の有効性等について経営責任の明確化を図った。
・「バーゼルⅡ第３の柱」の告示等を踏まえ、顧客への情報開示の充実につ
いて検討した。

半期開示の内容充実、総代会の機能強化等
３．ガバナンスの強化

・半期ディスクロージャー誌の内容充実に取り組
み、プレスリリースをあわせて実施する。
・アンケート調査の実施、モニタリング制度の導
入等を行う。

・左記取組みを継続実施

４．法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化

５．ＩＴの戦略的活用
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具体的取組策 進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

スケジュール項　　　　　目

市場リスク管理態勢の強化に向けた取組み ・信金中央金庫による経営分析、ポートフォリオ分析等を
活用し、リスク管理態勢、収益管理態勢等の強化に取り
組む。

・信金中央金庫の各種機能の活用を継続実施
する。
・信金中央金庫との情報交換を継続実施する。

・左記取組みを継続実施 ・当金庫が保有する有価証券を様々な切り口から分析し、今後の有価証券運
用について意見交換および助言等が得られる信金中央金庫による有価証券
ポートフォリオ分析については、分析結果に基づき収益およびリスク管理の向
上を図っていく。
・信金中央金庫と収益およびリスク管理の向上を目的に積極的に連携を図っ
ていく。
・信金中央金庫・全信協との情報交換や研修を通じて、協同組織中央機関の
機能やノウハウを活用していく。
・信金中央金庫が新たに創設した制度を利用し、金利リスクの低減を図った。

・ディスクロージャー誌やホームページの更なる充実を図
るとともに、ＩＲ活動の活発化も検討

・平成１６年度の地域貢献に関しては「ディスク
ロージャー２００５」において開示
・ＩＲ活動の実施方法について検討

・平成１７年度の地域貢献に関しては「ディスク
ロージャー２００６」において開示
・ＩＲ活動を実施

・半期ディスクロージャー誌について、１７年度に見やすさの観点からサイズ
等の見直しと内容の充実をはかった。また、１８年度については記載内容の
更なる充実について取り組んだ。
・１７年度ディスクロージャー誌を７月に発行した。
・総代への情報開示活動を地区ごとに開催した。（８月八幡浜地区、９月今治
地区、１１月松山地区）
・１６年度に続き、平成１７年度版点字ディスクロージャー誌を作成し、主要店
舗に備え付けを行った。
・「バーゼルⅡ第３の柱」の告示等を踏まえ、顧客への情報開示の充実につ
いて検討した。

・お客さま満足度アンケート調査の実施、モニタリング制
度の導入により、お客さまの率直な意見・ニーズ等を把
握し経営に反映させる。

・お客さま満足度アンケート調査の実施について
検討
・質問や相談等のうち、頻度が高く重要なものに
ついてＱ＆Ａを作成しホームページに掲載する。

・お客さま満足度アンケート調査を実施し、お客
さまの声を生かして経営・業務改善を図った事
項について公表
・掲載したＱ＆Ａの追加・見直しを実施

・お客さま満足度アンケートの結果については、「お客さまの声」を踏まえて当
金庫が行った取組みとともに公表を行った。（１８年６月）
・お客さまの苦情に広く対応し、満足度を高めるため「顧客等苦情・トラブル処
理要領」を改正した。（１８年１月）
・お客さまからの質問や相談等のうち頻度が高く重要なものについて、Ｑ＆Ａ
等を作成し、ホームページに掲載した。
・１８年６月～７月にかけてアンケートを再度実施した。
・お客さまの利便性向上に資するため、アンケート等でもご要望の多かったＡ
ＴＭの時間外出金手数料の無料化を決定した。

(２)地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

(３)地域再生推進のための各種施策との連携等

(１)地域貢献等に関する情報開示

・「まつやまＮＰＯサポートセンター」事務局長を招き勉強会を実施した。
・NPOの活動を支援・補助するために、松山市市民活動推進基金に参加し
た。
・愛媛県がＮＰＯと共同して実施している「提案型共同事業促進モデル事業」
に選考委員を派遣した。
・事業サポート室所属の職員を愛媛県経済労働部産業創出課への派遣する
ことを決定した。
・愛媛県・愛媛大学との協力協定により、地域産業の活性化に取り組んだ。

・地公体・商工会議所等と密接な連携を図り、地域の活
性化、再生支援に向けた地域と一体となった取組みを実
施
・ＮＰＯに対する取組みの強化

・商工会議所等と連携した取組みを継続実施 ・左記取組みを継続実施

６．協同組織中央機関の機能強化

Ⅲ．地域の利用者の利便性
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公表数値目標の達成状況（１７年４月～１９年３月）

公表数値目標の内容 公表数値目標

実　績

評     価
19年3月末
実　績

自己資本比率

19年3月末

目　標

14.00％  15.58％  

 19年3月期においては、当期純利益1,805百万円
の確保等、安定した利益計上による内部留保の積
み上げと、新ＢＩＳ規制に基づくリスク資産計測の精
緻化等により、左記の結果となりました。自己資本
比率については経営上の重要な指標であると考え
ており、引き続き純利益金の積み増しを中心とし
て、内部留保の拡充に努めるとともに、リスク資産
の内容等にも注視しながら一定の水準を保つよう、
適切に管理してまいります。

不良債権比率 3.50％  5.07％  

 19年3月期においては、平成18年9月末に対して
不良債権比率は1.21ポイント上昇し、目標未達とな
りました。（合併時点での三津浜信用金庫の不良
債権額は3,427百万円、不良債権比率は19.53％と
なっております。）当金庫では、地域の活性化やお
客さまの事業再生・支援による債権の健全化に積
極的に取り組むことで、今後とも不良債権比率の
低下を図ってまいります。

取引事業先
（預金取引のみの先を含む）

19年3月末

目　標

3,000先  3,025先  

 地域の中小・零細企業と個人事業主の皆様の課
題解決に資するよう取り組んだ結果、平成19年3月
末の目標につきましては、左記のとおり達成いたし
ました。上記取り組みにつきましては、当金庫の重
点施策として引き続きを強化・維持してまいります。
また、新たにお取引いただいたお客さまにつきまし
ては、ご利用されるお客さま重視の金融サービスを
提供していくことで、地域金融機関としての責務を
果たし、信頼の確立に努めてまいります。

与信取引事業先 1,000先  1,084先  


	
	別紙様式４（新様式、数値目標の達成状況）


